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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シガレットを加熱するための加熱体であって、
　縦軸を有し、該縦軸の方向に延伸して、前記縦軸の方向に沿ってシガレットの内部に挿
入する発熱部と、
　前記発熱部の一端に位置し、前記発熱部と固定的に接続され、且つ気流入口が開設され
ている固定部と、を備え、
　前記発熱部の内部に、前記縦軸の方向に延伸し、前記気流入口と連通した気流通路が設
置されており、前記発熱部に、前記気流通路と前記発熱部の外部とを連通するための通気
孔が開設されており、前記気流通路内の気流を前記シガレットの内部に入り込ませること
を特徴とする加熱体。
【請求項２】
　前記通気孔は複数個有し、前記発熱部の縦軸の方向に等間隔で前記発熱部に設置されて
いることを特徴とする請求項１に記載の加熱体。
【請求項３】
　前記通気孔は、複数の第１の通気孔からなる第１の通気孔群と、複数の第２の通気孔か
らなる第２の通気孔群とを含み、前記複数の第１の通気孔の中心の接続線と、前記複数の
第２の通気孔の中心の接続線と、前記縦軸とは、互いに平行であり、各前記第１の通気孔
と各前記第２の通気孔とは、前記縦軸の方向にずれて設置されていることを特徴とする請
求項２に記載の加熱体。



(2) JP 6931027 B2 2021.9.1

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記発熱部は、前記縦軸と直交して交差する第１の横軸を有し、前記第１の横軸と前記
縦軸によって第１の中心面を規定し、
　前記通気孔は複数個有し、前記第１の中心面に関して対称であることを特徴とする請求
項１に記載の加熱体。
【請求項５】
　前記発熱部は、前記第１の横軸及び前記縦軸と互いに直交して交差する第２の横軸をさ
らに有し、前記発熱部の幅は、前記第２の横軸の方向に、前記固定部との当接箇所から前
記固定部を離れる方向へ次第に小さくなっていることを特徴とする請求項４に記載の加熱
体。
【請求項６】
　前記発熱部は、前記第１の横軸及び前記縦軸と互いに直交して交差する第２の横軸をさ
らに有し、前記第２の横軸と前記縦軸によって第２の中心面を規定し、
　前記発熱部は、前記気流通路の周囲にある第１の周壁、第２の周壁、第３の周壁および
第４の周壁を備え、前記第１の周壁と前記第４の周壁とは、前記第２の中心面の同じ一方
側に位置し、前記第２の周壁と前記第３の周壁とは、それぞれ前記第２の中心面の対向他
方側に位置し、前記第１の周壁、前記第２の周壁、前記第３の周壁及び前記第４の周壁に
は、それぞれ複数の通気孔が設置されていることを特徴とする請求項４に記載の加熱体。
【請求項７】
　前記第１の周壁の外側と前記第４の周壁の外側との間の距離は、前記第２の中心面に近
い方から前記第２の中心面を離れる方向へ次第に小さくなっており、前記第２の周壁の外
側と前記第３の周壁の外側との間の距離は、前記第２の中心面に近い方から前記第２の中
心面を離れる方向へ次第に小さくなっていることを特徴とする請求項６に記載の加熱体。
【請求項８】
　前記発熱部は、前記第１の周壁と前記第４の周壁とを接続するための第５の周壁と、前
記第１の周壁と前記第２の周壁とを接続するための第６の周壁と、前記第２の周壁と前記
第３の周壁とを接続するための第７の周壁と、前記第３の周壁と前記第４の周壁とを接続
するための第８の周壁と、をさらに備え、
　前記発熱部は、前記第２の中心面と直交して交差し前記第６の周壁と前記第８の周壁と
を接続するための第１の端壁と、前記第１の周壁、前記第４の周壁および前記第５の周壁
を覆うためのものであり、高さが前記第２の中心面に近い方から前記第２の中心面を離れ
る方向へ次第に低くなっている第２の端壁と、前記第２の周壁、前記第３の周壁および前
記第７の周壁を覆うためのものであり、高さが前記第２の中心面に近い方から前記第２の
中心面を離れる方向へ次第に低くなっている第３の端壁と、をさらに備え、前記第１の端
壁、前記第２の端壁及び前記第３の端壁は前記第１の周壁の一方端に位置し、前記固定部
は前記第１の周壁の対向他方端に位置することを特徴とする請求項７に記載の加熱体。
【請求項９】
　前記発熱部は、本体と、前記本体の対向両側にそれぞれ位置する２つの翼弁と、を備え
ることを特徴とする請求項１に記載の加熱体。
【請求項１０】
　前記本体には、その対向両側を貫通する少なくとも一つ第１の通気孔群が設置され、前
記第１の通気孔群における複数の第１の通気孔は、前記発熱部の縦軸の方向に等間隔で前
記本体に設置されていることを特徴とする請求項９に記載の加熱体。
【請求項１１】
　前記第１の通気孔群は２つ設置され、各前記第１の通気孔群における複数の第１の通気
孔の中心の接続線は互いに平行であり、前記翼弁は、前記２つの第１の通気孔群の間に位
置することを特徴とする請求項１０に記載の加熱体。
【請求項１２】
　各前記翼弁には、その対向両側を貫通する第２の通気孔群が設置され、前記第２の通気
孔群における複数の第２の通気孔は、前記発熱部の縦軸の方向に等間隔で前記翼弁に設置
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されていることを特徴とする請求項１１に記載の加熱体。
【請求項１３】
　前記第１の通気孔と前記第２の通気孔とは、前記発熱部の縦軸の方向にずれて設置され
ていることを特徴とする請求項１２に記載の加熱体。
【請求項１４】
　前記発熱部は、一端が開口した円筒状をなすことを特徴とする請求項１に記載の加熱体
。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載の加熱体と、シガレットを収容するため
の収容室が設置されているホルダーとを備え、
　前記加熱体が前記収容室に露出して、シガレットの内部に挿入するように構成されるこ
とを特徴とするヒーター。
【請求項１６】
　前記ヒーターは、コイルをさらに備え、
　前記ホルダーの外側には、第１のストッパ部と第２のストッパ部が離間して設置され、
前記コイルは、前記第１のストッパ部と前記第２のストッパ部の間に位置することを特徴
とする請求項１５に記載のヒーター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明に係る実施例は煙具分野に関して、特に加熱体及びこの加熱体を備えるヒーター
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タバコは嗜好品の一つとして多くの人に喜ばれているが、その中のタール、一酸化炭素
などの物質は人体の健康に危害を及ぼし、特にタールには十数種類の発がん物質が含まれ
ており、人体の健康に大きな影響を与えている。現在、各国政府は公共の場で喫煙（紙巻
タバコ）禁止を徐々に規定しているが、タバコ依存症がある喫煙者にとって、喫煙を完全
に止めることはできないため、市場にはタバコを模擬する代替品、例えば禁煙用バッカル
や電子タバコなどがたくさん現れている。
【０００３】
　近年、電子タバコにおいて、低温で焙じることで煙霧を発生させて、有害物質の発生を
大幅に低減した低温ベーキング煙具が現れる。市場における低温ベーキング煙具には一般
的にヒーターが含まれており、また、ヒーターの加熱方式は周囲加熱と中心加熱に分けら
れ、中心加熱を利用したヒーターはシガレットに挿入されて加熱することにより、シガレ
ットを焙じて煙霧を発生させるものである。
【０００４】
　発明者は、本発明を実現する過程で、従来の中心加熱方式の低温ベーキング煙具におけ
るヒーターでは、その中心に熱が集まることで温度が高くなりすぎ、シガレットの中心部
が焦げてしまうことが多いが、発熱シートと接触していない周辺部に焙じきれないことも
多く、上述したようにシガレットの加熱ムラを引き起こし、シガレットの煙霧生成率やユ
ーザーの食感が影響されることを発見した。また、ＣＮ２０５３３７６００Ｕ、ＣＮ２０
７７６７５５０Ｕには、煙の温度が高くなりすぎることを防止するために、電子タバコに
放熱孔を設けることが開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明に係る実施例は、従来技術におけるシガレットの加熱ムラの問題を解決するため
に、加熱されるシガレットの加熱を均一にする加熱体及びこの加熱体を備えるヒーターを
提供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の方面では、本発明に係る実施例は、
　縦軸を有し、該縦軸の方向に延伸してシガレットの内部に挿入する発熱部と、
　前記発熱部の一端に位置し、前記発熱部と固定的に接続され、且つ気流入口が開設され
ている固定部と、を備え、
　前記発熱部の内部に、前記縦軸の方向に延伸し、前記気流入口と連通した気流通路が設
置されており、
　前記発熱部に、前記気流通路と前記発熱部の外部とを連通するための通気孔が開設され
ており、前記気流通路内の気流を前記シガレットの内部に入り込ませる加熱体を提供する
。
【０００７】
　任意的に、前記通気孔は複数個有し、前記発熱部の縦軸の方向に等間隔で前記発熱部に
設置されていてもよい。
【０００８】
　任意的に、前記通気孔は、複数の第１の通気孔からなる第１の通気孔群と、複数の第２
の通気孔からなる第２の通気孔群とを含み、前記複数の第１の通気孔の中心の接続線と、
前記複数の第２の通気孔の中心の接続線と、前記縦軸とは、互いに平行であり、各前記第
１の通気孔と各前記第２の通気孔とは、前記縦軸の方向にずれて設置されていてもよい。
【０００９】
　任意的に、前記発熱部は、前記縦軸と直交して交差する第１の横軸を有し、前記第１の
横軸と前記縦軸によって第１の中心面を規定し、前記通気孔は複数個有し、前記第１の中
心面に関して対称であってもよい。
【００１０】
　任意的に、前記発熱部は、前記第１の横軸及び前記縦軸と互いに直交して交差する第２
の横軸をさらに有し、前記発熱部の幅は、前記第２の横軸の方向に、前記固定部との当接
箇所から前記固定部を離れる方向へ次第に小さくなっていてもよい。
【００１１】
　任意的に、前記発熱部は、前記第１の横軸及び前記縦軸と互いに直交して交差する第２
の横軸をさらに有し、前記第２の横軸と前記縦軸によって第２の中心面を規定し、前記発
熱部は、前記気流通路の周囲にある第１の周壁、第２の周壁、第３の周壁および第４の周
壁を備え、前記第１の周壁と前記第４の周壁とは、前記第２の中心面の同じ一方側に位置
し、前記第２の周壁と前記第３の周壁とは、それぞれ前記第２の中心面の対向他方側に位
置し、前記第１の周壁、前記第２の周壁、前記第３の周壁及び前記第４の周壁には、それ
ぞれ複数の通気孔が設置されていてもよい。
【００１２】
　任意的に、前記第１の周壁の外側と前記第４の周壁の外側との間の距離は、前記第２の
中心面に近い方から前記第２の中心面を離れる方向へ次第に小さくなっており、前記第２
の周壁の外側と前記第３の周壁の外側との間の距離は、前記第２の中心面に近い方から前
記第２の中心面を離れる方向へ次第に小さくなっていてもよい。
【００１３】
　任意的に、前記発熱部は、前記第１の周壁と前記第４の周壁とを接続するための第５の
周壁と、前記第１の周壁と前記第２の周壁とを接続するための第６の周壁と、前記第２の
周壁と前記第３の周壁とを接続するための第７の周壁と、前記第３の周壁と前記第４の周
壁とを接続するための第８の周壁と、をさらに備えてもよい。
【００１４】
　任意的に、前記発熱部は、前記第２の中心面と直交して交差し前記第６の周壁と前記第
８の周壁とを接続するための第１の端壁と、前記第１の周壁、前記第４の周壁および前記
第５の周壁を覆うためのものであり、高さが前記第２の中心面に近い方から前記第２の中
心面を離れる方向へ次第に低くなっている第２の端壁と、前記第２の周壁、前記第３の周
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壁および前記第７の周壁を覆うためのものであり、高さが前記第２の中心面に近い方から
前記第２の中心面を離れる方向へ次第に低くなっている第３の端壁と、をさらに備え、前
記第１の端壁、前記第２の端壁及び前記第３の端壁は前記第１の周壁の一方端に位置し、
前記固定部は前記第１の周壁の対向他方端に位置してもよい。
【００１５】
　任意的に、前記発熱部は、本体と、前記本体の対向両側にそれぞれ位置する２つの翼弁
と、を備えてもよい。
【００１６】
　任意的に、前記本体には、その対向両側を貫通する少なくとも第１の通気孔群が設置さ
れ、前記第１の通気孔群における複数の第１の通気孔は、前記発熱部の縦軸の方向に等間
隔で前記本体に設置されていてもよい。
【００１７】
　任意的に、前記第１の通気孔群は２つ設置され、各前記第１の通気孔群における複数の
第１の通気孔の中心の接続線は互いに平行であり、前記翼弁は、前記２つの第１の通気孔
群の間に位置してもよい。
【００１８】
　任意的に、各前記翼弁には、その対向両側を貫通する第２の通気孔群が設置され、前記
第２の通気孔群における複数の第２の通気孔は、前記発熱部の縦軸の方向に等間隔で前記
翼弁に設置されていてもよい。
【００１９】
　任意的に、前記第１の通気孔と前記第２の通気孔とは、前記発熱部の縦軸の方向にずれ
て設置されていてもよい。
【００２０】
　任意的に、前記発熱部は、一端が開口した円筒状をなしてもよい。
【００２１】
　第２の方面では、本発明に係る実施例は、
　上述のいずれか一つに記載の加熱体と、シガレットを収容するための収容室が設置され
ているホルダーとを備え、前記加熱体が前記収容室に露出して、シガレットの内部に挿入
するように構成されるヒーターを提供する。
【００２２】
　任意的に、前記ヒーターは、コイルをさらに備え、前記ホルダーの外側には、第１のス
トッパ部と第２のストッパ部が離間して設置され、前記コイルは、前記第１のストッパ部
と前記第２のストッパ部の間に位置してもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　従来技術に比べて、本発明に係る実施例は、前記加熱体に気流通路が設置され、前記発
熱部に前記気流通路と連通した通気孔が設置されていることにより、ユーザーによる吸い
込む動作に従って、外気が前記気流通路、前記通気孔を介して前記加熱体から流出し、一
定温度の煙霧を帯びて前記加熱体の周りに位置するシガレット部位に拡散して、このよう
に、加熱されているシガレットに予熱効果を発揮して、シガレットを均一に加熱すること
になる。また、外部からの温度の低い空気が発熱部の内部の気流通路に入ると、発熱部の
中心における一定の熱を奪い、発熱部の中心の温度を下げることにより、シガレットの中
心が焦げてしまう事態を回避し、ユーザーの吸い込む食感を保証するとともに、シガレッ
トに吸込可能な煙霧を最大限に生成させることに有利となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　一つまたは複数の実施例は、対応する図面によって例示的に説明されるが、これら例示
的な説明は、実施例を限定するものではない。図面において、同じ符号を有する構成要素
は類似の構成要素を示し、特に断らない限り、縮尺は図面によって制限されない。
【図１】本発明に係る第１の実施例による加熱体の斜視図である。
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【図２】同加熱体の別の視角による斜視図である。
【図３】同加熱体の斜視断面図である。
【図４】同加熱体の平面図である。
【図５】本発明に係る別の実施例による加熱体の斜視図である。
【図６】本発明に係る第２の実施例による加熱体の斜視図である。
【図７】本発明に係る第３の実施例によるヒーターの斜視分解図である。
【図８】第３の実施例による前記ヒーターがシガレットを収容している場合の平面断面図
である。
【図９】第３の実施例による前記ヒーターの煙管の斜視図である。
【図１０】第３の実施例による前記ヒーターのホルダーの斜視図である。
【図１１】第３の実施例による前記ヒーターのベースの斜視分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明を理解しやすくするために、以下、図面と発明を実施するための形態を参照して
本発明をより詳細に説明する。なお、構成要素が別の構成要素に「固定」されるという表
現の場合、構成要素は別の構成要素に直接配置されていてもよいし、またはその間に介在
した構成要素が一つまたは複数個存在していてもよい。ある構成要素が別の構成要素に「
接続」されるという表現の場合、構成要素は別の構成要素に直接接続されていてもよいし
、またはその間に介在した構成要素が一つまたは複数存在していてもよい。本明細書で使
用される「上」、「下」、「左」、「右」、「内」、「外」という用語及び類似する表現
は、説明のためのものにすぎない。
【００２６】
　特に定義されない限り、本明細書で用いられるすべての用語（技術用語および科学用語
）は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般的に理解されるものと同様の意味を
有している。本明細書で、本明細書で用いられる用語は、発明を実施するための形態を説
明する目的のためだけであり、本発明を限定するためのものではない。本明細書で用いら
れる用語「および／または」は、１つまたは複数のリストした関連項目の任意の組合せお
よびすべての組合せを含む。
【００２７】
　本発明に開示された加熱体またはこの加熱体を備えたヒーターは低温ベーキング煙具に
使用されるものであり、前記加熱体はシガレットの内部に挿入するように構成され、それ
が発生した熱によりシガレットを焙じて、ユーザーが直接に吸込できる煙霧を発生させる
ものである。このようなシガレットの内部に挿入して加熱する方式が中心加熱であり、と
ころで、従来の中心加熱方式では加熱体に熱が集まるため、シガレットの中心部は高温と
なり焦げ、紙子くさいを発生することが多いが、シガレットの周辺部は焙じきれなく、ユ
ーザーの食感が影響され、シガレットの煙霧生成率が下がった。
【００２８】
　本発明に開示されたシガレットは、加熱によって揮発成分を提供するいかなる材料であ
ってもよく、タバコからなる材料全体を含み、しかも、例えば、タバコ、タバコ由来のも
の、膨化タバコ、再生タバコまたはタバコ代替物のうちの１種または２種以上を含んでも
よい。
　第１の実施例
【００２９】
　図１ないし図４に示すように、本発明の第１の実施例による加熱体１は、固定部１０と
発熱部１１とを備え、前記固定部１０は平板状であり、この固定部１０の対向両側を貫通
する固定孔１０１が設置されている。
【００３０】
　前記発熱部１１は長手形構造であり、縦軸１４１と、第１の横軸１４２と、第２の横軸
１４３とを有し、前記縦軸１４１と、前記第１の横軸１４２と、前記第２の横軸１４３と
は、互いに直交して交差している。前記縦軸１４１と前記第１の横軸１４２により第１の
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中心面１４４を規定しており、換言すると、前記縦軸１４１と前記第１の横軸１４２とは
、前記第１の中心面１４４内に位置し、前記縦軸１４１と前記第２の横軸１４３により第
２の中心面１４５を規定しており、換言すると、前記縦軸１４１と前記第２の横軸１４３
とは、前記第２の中心面１４５内に位置し、前記第２の中心面１４５と前記第１の中心面
１４４とは、互いに直交して交差している。前記第１の横軸１４２の方向は左右方向であ
り、前記第２の横軸１４３の方向は前後方向であり、前記縦軸１４１の方向は上下方向で
ある。
【００３１】
　前記発熱部１１は、第１の周壁１１１、第２の周壁１１２、第３の周壁１１３、第４の
周壁１１４、第５の周壁１１５、第６の周壁１１６、第７の周壁１１７、第８の周壁１１
８、第１の端壁１２１、第２の端壁１２２、第３の端壁１２３を含む。前記第１の周壁１
１１、前記第２の周壁１１２、前記第３の周壁１１３、前記第４の周壁１１４、前記第５
の周壁１１５、前記第６の周壁１１６、前記第７の周壁１１７、前記第８の周壁１１８は
、前記固定部１０から上方に、すなわち、前記縦軸１４１の方向に沿って延伸してなる。
前記第１の端壁１２１、前記第２の端壁１２２、前記第３の端壁１２３は、前記第１の周
壁１１１の一方端に位置し、前記固定部１０は、前記第１の周壁１１１の対向他方端に位
置しており、すなわち前記第１の端壁１２１、前記第２の端壁１２２、前記第３の端壁１
２３は、前記第１の周壁１１１の上端に、前記固定部１０は、前記第１の周壁１１１の下
端にそれぞれ位置している。
【００３２】
　前記発熱部１１には気流通路１３が設置され、前記気流通路１３の気流入口１３０は前
記固定部１０に位置している。本実施例では、前記気流入口１３０が前記固定部の下端に
位置しているが、他の実施例では、前記気流入口１３０が前記固定部の側壁に設置されて
いてもよいことが理解される。前記第１の周壁１１１、前記第２の周壁１１２、前記第３
の周壁１１３、前記第４の周壁１１４、前記第５の周壁１１５、前記第６の周壁１１６、
前記第７の周壁１１７、前記第８の周壁１１８は、前記気流通路１３の周囲に位置し、前
記第１の端壁１２１、前記第２の端壁１２２、前記第３の端壁１２３は、前記気流通路１
３を塞ぐためのものであり、このように、前記加熱体１は下端に開口し、上端に閉塞され
た構造となる。
【００３３】
　前記第１の周壁１１１、前記第４の周壁１１４、前記第５の周壁１１５は、前記第２の
中心面１４５の同じ一方側に位置し、前記第２の周壁１１２、前記第３の周壁１１３、前
記第７の周壁１１７は、前記第２の中心面１４５の対向他方側に位置しており、前記第１
の周壁１１１と前記第２の周壁１１２とは、前記第２の中心面１４５に関して対称であり
、前記第３の周壁１１３と前記第４の周壁１１４とは、前記第２の中心面１４５に関して
対称であり、前記第５の周壁１１５と前記第７の周壁１１７とは、前記第２の中心面１４
５に関して対称であり、前記第２の端壁１２２と前記第３の端壁１２３とは、前記第２の
中心面１４５に関して対称である。前記第１の周壁１１１と前記第４の周壁１１４とは、
前記第１の中心面１４４に関して対称であり、前記第２の周壁１１２と前記第３の周壁１
１３とは、前記第１の中心面１４４に関して対称であり、前記第６の周壁１１６と前記第
８の周壁１１８とは、前記第１の中心面１４４に関して対称である。
【００３４】
　前記第５の周壁１１５は、前記第１の周壁１１１と前記第４の周壁１１４とを接続する
ためのものであり、前記第２の中心面１４５と互いに平行である。前記第６の周壁１１６
と前記第８の周壁１１８とは平行かつ正対して設置され、前記第２の中心面１４５は前記
第６の周壁１１６と前記第８の周壁１１８を貫通し、且つそれらと互いに直交している。
前記第６の周壁１１６は、前記第１の周壁１１１と前記第２の周壁１１２とを接続するた
めに使用され、前記第８の周壁１１８は、前記第３の周壁１１３と前記第４の周壁１１４
とを接続するために使用される。前記第２の周壁１１２、前記第３の周壁１１３、前記第
７の周壁１１７は、前記第２の中心面１４５の対向他側に位置し、前記第５の周壁１１５
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と、前記第６の周壁１１６と、前記第７の周壁１１７と、前記第８の周壁１１８との幅は
二つずつ等しい。
【００３５】
　前記第１の周壁１１１の外側と前記第４の周壁１１４の外側との間の距離は、前記第２
の中心面１４５に近い方から前記第２の中心面１４５を離れる方向へ次第に小さくなって
おり、前記第２の周壁１１２の外側と前記第３の周壁１１３の外側との間の距離は、前記
第２の中心面１４５に近い方から前記第２の中心面１４５を離れる方向へ次第に小さくな
っている。このように、前記発熱部１１は、第２の横軸１４３の方向の幅が中心から両側
へ次第に狭くなっており、前後方向に「中間が厚く、両側が薄い」ような構造を呈し、従
って、前記発熱部１１は左右両側からシガレットの内部に挿入しやすくなる。
【００３６】
　前記第１の周壁１１１、前記第２の周壁１１２、前記第３の周壁１１３、前記第４の周
壁１１４には、複数の通気孔１５が設置されており、前記複数の通気孔１５は、前記第１
の中心面１４４に関して対称的に設置され、すなわち、前記第１の周壁１１１に設置され
た通気孔１５と前記第４の周壁１１４に設置された通気孔１５とは、前記第１の中心面１
４４に関して対称的に設置され、前記第２の周壁１１２に設置された通気孔１５と前記第
３の周壁１１３に設置された通気孔１５とは、前記第１の中心面１４４に関して対称的に
設置されている。前記複数の通気孔１５は、前記発熱部の縦軸１４１の方向に等間隔で前
記第１の周壁１１１、前記第２の周壁１１２、前記第３の周壁１１３、前記第４の周壁１
１４に設置されて、すなわち、前記通気孔１５は、前記発熱部１１の縦軸１４１の方向に
等間隔で前記発熱部１１に設置されている。
【００３７】
　前記通気孔１５と前記気流通路１３とは連通しており、外気は前記固定部１０における
開口を介して前記発熱部１１内に入り、そして前記複数の通気孔１５を通して前記発熱部
１１を離れるとともに、前記発熱部１１における熱の一部を奪ってシガレットの周辺部分
に放散することにより、発熱部１１内の熱の一部が外気に奪われ、発熱部１１に温度を下
げる効果が得られ、発熱部１１の高すぎる温度によりシガレットの中心部位が焦げてしま
うことが回避され、ユーザーの食感が保証される一方、一定の熱を帯びた空気がシガレッ
トの周辺部分に拡散するため、その周辺部分を予加熱する効果が得られ、シガレットの加
熱を均一にして、シガレットの煙霧生成率を高めた。
【００３８】
　前記第１の端壁１２１と、前記第１の中心面１４４と、前記第２の中心面１４５とは、
互いに直交して交差しており、また、前記第１の端壁１２１は、前記第６の周壁１１６と
、前記第８の周壁１１８とを接続するために使用され、前記第２の端壁１２２は、前記第
１の周壁１１１、前記第４の周壁１１４および前記第５の周壁１１５を覆うためのもので
あり、その高さは、前記第２の中心面１４５に近い方から前記第２の中心面１４５を離れ
る方向へ次第に低くなっている。前記第３の端壁１２３は、前記第２の周壁１１２、前記
第３の周壁１１３および前記第７の周壁１１７を覆うためのものであり、前記第３の端壁
１２３の高さは、前記第２の中心面１４５に近い方から前記第２の中心面１４５を離れる
方向へ次第に低くなっている。すなわち、前記第１の周壁１１１は水平に設置され、その
幅が前記第５の周壁１１５の幅と等しく、このように、前記発熱部１１の上端は第２の横
軸１４３の方向に「中間が高く、両側が低い」ような構造を呈し、前記発熱部１１の中心
が突出しているため、中心からシガレットの内部に挿入しやすくなる。
【００３９】
　本実施例では、前記加熱体１に気流通路１３が設置され、前記発熱部１１に前記気流通
路１３と連通した通気孔１５が設置されていることにより、ユーザーによる吸い込む動作
に従って、外気が前記気流入口１３０を介して前記気流通路１３に入り、そして前記通気
孔１５より前記加熱体１から流出するとともに、一定温度の煙霧を帯びて前記加熱体１の
周りに位置するシガレット部位に拡散して、このように、加熱されているシガレットに予
熱効果を発揮して、シガレットを均一に加熱することになる。また、外部からの温度の低
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い空気が発熱部１１の内部の気流通路１３に入ると、発熱部１１の中心における一定の熱
を奪い、発熱部１１の中心の温度を下げることにより、シガレットの中心が焦げてしまう
事態を回避し、ユーザーの吸い込む食感を保証するとともに、シガレットに吸込可能な煙
霧を最大限に生成させることに有利となる。
【００４０】
　本実施例では、前記発熱部１１の外郭が八角柱構造であるが、他の実施例では、前記発
熱部１１の外郭が三角柱、四角柱、五角柱、六角柱、七角柱、九角柱または円筒状であっ
てもよく、発熱部１１の中心に気流通路１３が設置され、発熱部１１の側壁に気流通路１
３と連通した通気孔１５が複数設置されていれば本発明の目的が達成できることが理解さ
れる。
【００４１】
　図５に示すように、本発明による前記加熱体１の代替形態では、前記加熱体１の発熱部
１１は、前記縦軸１４１と直交して交差する第１の横軸１４２を有し、前記発熱部１１の
幅は、前記第１の横軸１４２の方向に、前記固定部１０との当接箇所から前記固定部１０
を離れる方向へ次第に小さくなっており、すなわち、前記発熱部１１の幅は左右方向に前
記固定部１０との当接箇所から前記固定部１０を離れる方向へ次第に小さくなっている。
前記加熱体１の発熱部１１は、前記縦軸１４１と直交して交差する第２の横軸１４３を有
し、前記発熱部１１の幅は、前記第２の横軸１４３の方向に、前記固定部１０との当接箇
所から前記固定部１０を離れる方向へ次第に小さくなっており、すなわち、前記発熱部１
１の幅は前後方向に前記固定部１０との当接箇所から前記固定部１０を離れる方向へ次第
に小さくなっている。
　第２の実施例
【００４２】
　図６に示すように、本発明の第２の実施例による加熱体２は、固定部２０と発熱部２１
とを備え、前記固定部２０は平板状の構造であり、この固定部２０の対向両側を貫通する
固定孔２０１が設置されている。
【００４３】
　前記発熱部２１は、前記固定部２０から上方に延伸してなる平板状の本体２２と、前記
本体２２の対向両側にそれぞれ位置する２つの翼弁２５と、を備え、前記発熱部２１及び
前記固定部２０には、前記本体２２の内部キャビティと前記翼弁２５の内部キャビティと
を連通するように気流通路２３が設置されている。
【００４４】
　前記本体２２には、その対向両側を貫通する複数の第１の通気孔２２１が設置され、前
記複数の第１の通気孔２２１は、前記発熱部２１の長み方向に沿って２つの第１の通気孔
群２４をなすように配列され、各前記第１の通気孔群２４における第１の通気孔２２１は
等間隔で前記本体２２に設置され、且つ複数の前記第１の通気孔２２１の中心の接続線は
互いに平行であり、前記翼弁２５は、２つの第１の通気孔群２４の間に位置している。
【００４５】
　各前記翼弁２５には、その対向両側を貫通する複数の第２の通気孔群２５１が設置され
、前記複数の第２の通気孔群２５１は、前記発熱部２１の長み方向に沿って２つの第２の
通気孔群２６をなすように配列され、各前記第２の通気孔群２６における第２の通気孔２
５１は等間隔で前記翼弁２５に設置され、且つ複数の前記第２の通気孔２５１の中心の接
続線は互いに平行である。前記発熱部２１の長手方向において、前記第１の通気孔２２１
と前記第２の通気孔２５１とは、それらの高さ位置が同じでないようにずれて設置されて
おり、外気はそれぞれ前記第１の通気孔２２１と前記第２の通気孔２５１から前記発熱部
２１を離れ、発熱部２１の異なる部位から熱を奪うことで、発熱部２１の異なる部位にお
ける温度をできるだけ一致させ、発熱部２１の異なる部位によるシガレットに対するベー
キング温度をできるだけ一致させ、ユーザーの食感を一致させることが保証された。
　第３の実施例
【００４６】
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　図７と図８に示すように、本発明の第３の実施例によるヒーター１００は、煙管３と、
加熱体１（２）と、ホルダー４と、コイル５と、ベース６と、温度センサ７とを備え、た
だし、前記加熱体１は第１の実施例によるものと同様であるため、ここでは説明を省略す
る。前記加熱体１は高導磁率の金属材料で作られ、このような金属材料として、例えばフ
ェライト磁心、鉄-ニッケル５０、鉄・シリコン・アルミニウムの合金、鉄・ニッケル・
モリブデンの合金などが挙げられる。
【００４７】
　なお、前記加熱器１００における加熱体１は、第２の実施例による加熱体２であっても
よいことが理解でき、本実施例では、第１の実施例による加熱体１についてのみ説明して
いる。
【００４８】
　図７から図９に示すように、前記煙管３は、シガレット２００を収容するためのもので
あり、底壁３０と、前記底壁３０から上方に延伸してなる筒壁３１とを備える。前記筒壁
３１には、切り欠き３１１が設置され、前記底壁３０の中間には、その上下面を貫通する
貫通孔３０１が設置されており、前記貫通孔３０１は、前記加熱体の発熱部が貫通してシ
ガレット２００の内部に挿入するように構成される。
【００４９】
　中空筒状の構造である前記ホルダー４は前記煙管３の外に嵌合しており、その外壁に第
１のストッパ部４１と第２のストッパ部４２が離間して設置されている。
【００５０】
　図７、図８及び図１０に示すように、前記コイル５は、変化する磁界を発生させること
で前記加熱体１に渦電流を発生させるためのものであり、前記第１のストッパ部４１と前
記第２のストッパ部４２との間に前記ホルダー４の外部に巻き付けている。前記コイル５
は、高周波電圧の条件下で高周波電流を発生すると、その自体が高周波磁界を発生するこ
とで、加熱体１はこの高周波磁界中で渦電流を発生し、加熱体１の内部の導磁成分が渦電
流により高速に不規則に運動し、互いに衝突、摩擦して熱エネルギーを発生して、シガレ
ット２００を加熱することになる。
【００５１】
　図７、図８及び図１１に示すように、前記ベース６は、前記加熱体１を支持して固定す
るためのものであり、第１のベース６１と第２のベース６２とを備える。前記第１のベー
ス６１には、保持レバー６１１が前記第２のベース６２に向けて突設されて、前記第２の
ベース６２には、対応する保持穴６２１が凹設されており、前記保持レバー６１１が前記
保持穴６２１に挿入されることにより、前記第１のベース６１と前記第２のベース６２と
を係合して固定することができる。前記第１のベース６１と前記第２のベース６２との間
には、前記固定部１０を収容する収容溝６３が設置されており、前記固定部１０の固定孔
１０１に前記保持レバー６１１が挿通されることで、前記加熱体１を前記ベース６に固定
することができる。
【００５２】
　前記温度センサ７は、前記加熱体１の固定部１０に設置され、前記加熱体１における温
度を検出するためのものであり、前記温度センサ７は外部のコントローラ（図示せず、以
下同じ）と通信可能で、このように、コントローラが前記ヒーター１００の温度を制御す
ることができる。
【００５３】
　なお、本発明の明細書および図面には、本発明の好適な実施例が記載されているが、本
発明は、本明細書に記載された実施例に限定されず、多くの異なる形態で実現されてもよ
く、これらは本発明の内容を特に限定するものではなく、本発明の開示内容をより完全に
理解することを目的として提供されている。そして、上記の各技術的特徴が更に相互に組
み合わせて形成した上記に列挙しない各種実施例は、いずれも本発明の明細書に記載され
た範囲に含まれるものとみなす。さらに、当業者は上述の説明に基づいて改良または変換
を施すことができるとともに、これらの改良および変換はすべて本発明の特許請求の範囲
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に属すべきである。
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【図９】 【図１０】
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